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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
それに沿って間隔を置いて配置される穴（８）を備えた下地生地（１）と、少なくとも１
つの引き紐（７）と、少なくとも１つの細長いポケット（５ｂ）の列とを有するカーテン
上部テープであって、
　前記細長いポケット（５ｂ）の列は、径糸を含む連続した長手方向のポケット構造（５
）によって規定され、前記径糸は前記ポケット（５ｂ）の間で前記下地生地（１）に相互
接続され、
　各ポケット（５ｂ）は、自身の対向する両端部で固定されるとともに、前記両端部の間
で、少なくとも２つの前記穴（８）を越えて前記下地生地（１）から自由に浮き上がり、
及び前記引き紐（７）が前記長手方向のポケット構造（５）の一部として該長手方向のポ
ケット構造（５）を通って延びる、カーテン上部テープ。
【請求項２】
前記引き紐（７）は、少なくとも１つの領域で各ポケット（５ｂ）から自由に浮き上がる
少なくとも１又はそれ以上の部分（７ｂ）と、少なくとも１つのさらなる領域で前記ポケ
ット（５ｂ）と相互に接続される１又はそれ以上の部分とを有することを特徴とする請求
項１に記載のカーテン上部テープ。
【請求項３】
前記ポケット構造（５）は、幅狭の織り構造として経糸及び緯糸から織られることを特徴
とする請求項２に記載のカーテン上部テープ。
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【請求項４】
前記幅狭の織り構造が二重の平織りであることを特徴とする請求項３に記載のカーテン上
部テープ。
【請求項５】
前記引き紐（７）は、前記織られたポケット構造（５）と共に編み込まれると共に、それ
ぞれ向かい合って位置しつつ幾つかの前記緯糸上に浮き上がる部分（７ａ、７ｂ）を有す
ることを特徴とする請求項３又は４に記載のカーテン上部テープ。
【請求項６】
前記下地生地（１）が織られた生地であると共に、前記ポケット構造（５）と前記下地生
地（１）との接続は、前記ポケット構造（５）の糸と前記下地生地（１）の糸との編み込
みによることを特徴とする請求項３ないし５のいずれか１つに記載のカーテン上部テープ
。
【請求項７】
前記ポケット構造の長手方向の中央領域が実質的に前記下地生地への取付けから免れるよ
う、前記接続は、前記ポケット構造（５）のへりの経糸と前記下地生地（１）の緯糸との
編み込みによってされることを特徴とする請求項６に記載のカーテン上部テープ。
【請求項８】
２つの連続した長手方向のポケット構造（５）が存在し、１つのポケット構造（５）のポ
ケット（５ｂ）が他のポケット構造（５）のポケット（５ｂ）を横切るように並ぶことを
特徴とする請求項１ないし７のいずれか１つに記載のカーテン上部テープ。
【請求項９】
前記ポケット構造（５）がそれぞれ前記下地生地（１）の端に隣接し、及びそれぞれその
ような構造（５）がそれぞれ１つの前記引き紐（７）を有することを特徴とする請求項８
に記載のカーテン上部テープ。
【請求項１０】
各ポケット（５ｂ）が２つの穴（８）をまたいでいることを特徴とする請求項１ないし９
のいずれか１つに記載のカーテン上部テープ。
【請求項１１】
縦に隣り合うポケット（５ｂ）の間で前記テープの各部分の中央に、それぞれ目印（４ｃ
）が存在することを特徴とする請求項１０に記載のカーテン上部テープ。
【請求項１２】
前記目印は、前記テープの表面に露出する１又はそれ以上の着色した糸（４ｂ）によって
定義されることを特徴とする請求項１１に記載のカーテン上部テープ。
【請求項１３】
前記穴（８）は１組で配列され、各組は各ポケット（５ｂ）に関して対称であり、及び前
記組はお互いから等しい間隔に置かれることを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか
１つに記載のカーテン上部テープ。
【請求項１４】
請求項１ないし１３のいずれか１つに記載のテープとカーテン生地との組立品であって、
前記テープが前記カーテン生地の上部に取付けられ、前記上部が前記テープの前記穴（８
）と一列に並ぶ穴を有することを特徴とする組立品。
【請求項１５】
一列に並ぶ穴の各組の中で、ハトメ構造（１０）が前記カーテン生地とテープ材料とに固
定され、そのような穴の周囲が前記各ハトメ構造（１０）の前面及び背面要素（１１、１
２）の間に留められることを特徴とする請求項１４に記載の組立品。
【請求項１６】
前記要素（１１、１２）は、前記要素の種々の分割を許容するための歯止め機構（１３）
によって互いにぴったりと閉まる分離した環状要素であることを特徴とする請求項１５に
記載の組立品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、カーテン上部(頭部：heading)テープに関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用されている一般のカーテン上部テープは、カーテンの上端領域に沿って固定され、
又、吊りフックとともに使用され、このカーテン上部テープは、テープにひだを付けるた
めの１又はそれ以上の縦の（longitudinal）引き紐（draw cord）と、吊りフックを受け
る１又はそれ以上の縦のポケットの列とを含む織り構造となっている。
【０００３】
　英国特許GB２２３８８００Bは、テープの織られた基本構造に編み込まれた細長い（elo
ngate）織り構造によって定義される、並んだポケット列を有するこの種のテープの製造
を記述する。細長い織り構造は、ポケットを定義する基本構造の表面上に自由に‘浮いて
いる（float）’糸によって形成される、規則正しい間隔に置かれる部分を有する。
【０００４】
　カーテン上部テープは又、使用時にカーテンの上端領域に沿って固定され、カーテン棒
（pole）とともに使用される。この種の１つの既知のテープは、目穴（eyelet）によって
束縛され規則正しい間隔に置かれる円形の穴を有する。釣り合う（matching）穴がカーテ
ン生地に切り抜かれ、環状の挿入物がカーテンを押し通されて目穴に固定される。カーテ
ン上部はその後、目穴に付けられたプラスチックの紐（tie）を相互に連結することによ
って、目穴が一列に並ぶよう束ねられる。カーテン棒はそれから目穴を通して挿入される
ことができる。
【０００５】
　しかしながら、目穴に付けられたプラスチックの紐の使用は、整っていて滑らかな束（
bunching）を実現すること、及び隣接する（adjoining）材料と表面とをつかむ（catch o
n）ことを困難にするのに関し、完成したカーテンの外観を損ねる。
【０００６】
　上述の目穴テープによる束を実現するための一般の引き紐（draw string）配置の使用
は、２つの目穴を含む比較的大きな輪を形作るために充分な長さのテープを横切って紐が
引かれる必要があるのでふさわしくなく、それによって、そのような長さの自由な浮いて
いる紐が引かれた時に整って開いた輪を容易に形作ることができず、かつ実際には閉じた
輪を形成するため一度に(together)全体にテープを引く傾向にある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の一つの目的は、製造に好都合なテープ構造により、整って大きく開いた輪を付
与するためにテープを容易に引くことができ、カーテン棒と共に使用される種類のカーテ
ン上部テープを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　それゆえ本発明によれば、それに沿って間隔を置いて配置される穴を備えた下地生地を
有するカーテン上部テープであって、少なくとも１つの細長いポケットの列を形成する付
加的な糸の提供によって特徴付けられ、各ポケットは、その反対の位置にある端部で前記
下地生地に固定されるとともに前記端部の間で前記下地生地から自由に浮き上がり、少な
くとも２つの前記穴をまたぎ、及び少なくとも１つの引き紐が前記ポケットの前記糸を通
って延びる、カーテン上部テープが提供される。
【０００９】
　この配置により、それぞれが少なくとも２つの前記穴を含む輪を形成するため、ポケッ
トの糸にひだを付けるため前記（又は各）引き紐を引くことによって、テープを束ねるこ
とが可能である。ポケットの糸と結合した引き紐（又は紐）の使用は、テープを都合良く
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作成することを可能とし、又、輪が望まれなく閉じることなく整った末端を保証する管理
された束を容易にすることをテープに可能とさせる。
【００１０】
　このようにして、前記配置は好ましくは、前記引き紐が少なくとも１つの最初の領域で
各ポケットから自由に浮き上がる１又はそれ以上の部分を有し、好ましくは、その中央領
域と、少なくとも１つのさらなる領域で前記ポケットと相互に連結される１又はそれ以上
の部分とを有し、好ましくは、その末端領域を有し、それによって、紐を引くと前記少な
くとも１つの最初の領域のポケットはひだを作られるが、前記少なくとも１つのさらなる
領域内を延びるポケットはそのままである。このことは、形成された輪が完全に閉じられ
るのを防止する一方で、前記テープが整って束ねられることを保証することができる。
【００１１】
　最も好ましくは、前記ポケットが二重の平織りであってもよい幅狭の織り構造として経
糸及び緯糸から織られる。
【００１２】
　又、好ましくは、前記（又は各）引き紐は、交互に向い合う位置にある自由に浮き上が
る部分と共に動くよう、前記織られたポケット構造と共に編み込まれ、少なくとも前記（
又は各）最初の領域で、そのようなそれぞれ自由に浮き上がる部分が複数の緯糸を横切っ
て延びる。
【００１３】
　さらに、前記（又は各）引き紐は、それらの間で前記連結を生じさせるように前記さら
なる領域において、例えば１：１の織り合せとして、織られたポケット構造の緯糸と共に
きつく編み込まれてもよい。
【００１４】
　最も好ましくは、前記（又は各）ポケットの列は連続した縦の構造によって定義され、
それの前記糸は、前記ポケット及びこの連続した縦の構造を通して延びる前記（又は各）
引き紐の間で、前記テープの前記下地生地と相互に連結される。
【００１５】
　前記下地生地は、例えば二重の平織り生地である、好ましくは織られた生地であると共
に、前記ポケット構造と前記下地生地との連結は好ましくは、前記ポケット構造の糸と前
記下地生地の糸との編み込みによる。特に、前記ポケット構造の縦の中央領域が実質的に
前記下地生地への取付けから免れるよう、例えば、引き紐の動きを容易にする一般に‘筒
（tube）’の方法で、前記連結は好ましくは前記ポケット構造のへりの経糸と前記下地生
地の緯糸との編み込みによってされる。
【００１６】
　良好な連結を保証するため、前記ポケット構造の経糸は、少数の前記下地生地の緯糸と
編みこまれてもよく、各ポケットの各末端の１つ、及び、隣り合うポケット間の前記構造
の各部分の中央の１つとしておく。
【００１７】
　本発明の１つの実施形態においては、例えば、前記下地生地の各端に隣接する１つであ
り、及びそのようなそれぞれの構造がそれぞれ１つの引き紐を有し、１つの構造のポケッ
トがそれぞれ他の構造のポケットを横切って一列に並ぶ、２つの連続的な縦のポケット構
造が存在する。
【００１８】
　好ましくは、各ポケットが２つの穴をまたぎ、又、縦に隣り合うポケットの間で前記テ
ープの各部分の中央にそれぞれ目印が提供されてもよく、この目印は、カーテン上部へ取
り付ける際、前記テープ末端の整った形状を保証するための前記テープの長さの切断への
案内となる。この目印は、好ましい位置のみで前記テープの表面に露出する１又はそれ以
上の着色した糸によって定義されてもよい。都合よく、前記下地生地の向い合う端部に隣
接して２つのそのような糸がそれぞれ存在していてもよい。
【００１９】
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　前記下地生地の穴は、望ましくは所望位置、特に、ポケットの位置と予め関係がある位
置に正確に機械で切り抜かれる、好ましくは通常の寸法の円形の穴である。このようにし
て、穴の組が存在し、各組は個々のポケットに関して対称であり、又、前記組はお互いか
ら等しい間隔に置かれる。
【００２０】
　前記テープは、縫合又は別の方法でカーテン生地の上部に取り付けられる。取り付ける
時、前記テープの穴と一列に並ぶ穴が前記カーテン生地に切り抜かれることが可能である
。一列に並ぶ穴の各組の中で、目穴構造が前記カーテン生地とテープ材料とに固定され、
そのような穴の周囲が前記各目穴構造の前面及び背面要素の間に留められることにより、
組立て品を完成させることができる。１つの実施形態において、そのような要素は、種々
の生地厚みに適用する前記要素の種々の分割を許容するための歯止め又は他の調整可能な
連結によって、互いにぴったりと閉まる分離した環状要素であることを特徴とする請求項
１６に記載の組立品。
【００２１】
　本発明はさらに単なる実施例及び関係する付随の図面によって記述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１に関し、これは、８８ｍｍ幅として連続的に織られた幅狭の下地生地１を有するカ
ーテン上部テープを示す。
【００２３】
　生地１は、綿、ポリプロピレン、又は他のあらゆる適当な天然若しくは合成材料若しく
はこれらの材料の組合せであってよい経糸及び緯糸から織られる。前記糸は白色の多繊維
（multifilament）、透明若しくは透けて見える単繊維、又は他のあらゆる適当な糸であ
ってよい。
【００２４】
　生地１は、平織りの織物を与える針の（needle）織機によって織られ、生地の向かい合
う縦の端部２、３のへりの経糸周りに輪になって（べら（latch）針を用いて）杼口当り
２ピック（pick）で差し込まれる緯糸と、一重の（single）経糸とを有する。
【００２５】
　適当な下地生地の構造、及びこのような下地生地構造を作るための設備のさらなる詳細
についての参照は、英国特許GB２２３８８００Bに用意されている。
【００２６】
　そのような端部から約８ｍｍとして各端部２、３に密接に隣合う部分には、付加的な厚
みのある経糸４の束をはめ込んだ（inlaid）ものがある。これらの糸４は、下地生地１の
緯糸と個々に組み合わされ（interlock）、生地の向い合う両面に筒状部分を生じさせる
。これらの糸４は、緑色の経糸４ｂのような１つを除き、全て白色の多繊維の経糸４ａか
らなる。この糸４ｂは、概してそれが他の白糸４によって覆われるよう糸４の束の中に置
かれ、そのため見ることができない。この例外として、２２８ｍｍ毎に緑の糸４ｂが‘そ
れて（miss）’いくつかの緯糸の上に浮き上がり、そのため部分４ｃで下地生地の表面１
ａに（図１に示すように）、約５ｍｍはっきりと現れる。
【００２７】
　緑の糸４ｂは、テープの製造における繰り返し反復操作によって決められる規則正しい
間隔で通常の間隔で露出し、テープの一端部に沿う露出部分４ｃは、テープの向かい合う
端部の露出部分４ｃと正確に一列に並ぶ。
【００２８】
　糸４ｂのこれらの露出部分４ｃは、以下にさらに述べるテープを横切る切断における目
印として作用する。
【００２９】
　それぞれはめ込んだ糸の束４に密着して並び、各端部２，３に対するそのような束４の
向い合う側に、それぞれ付けられたポケット構造５が存在する。
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【００３０】
　ポケット構造５は、例えば８ｍｍ幅とした連続的に織られた細片を含み、細片の向かい
合う端部でへりの経糸周りに輪になって杼口当り２ピックで差し込まれる緯糸と、織られ
る一重の経糸とを有する。
【００３１】
　ポケット構造５は、下地生地１の表面上に重なるが、緑の目印４ｃと一列に並ぶ短い長
さ５ａを除き、下地生地１から完全に分離している。
【００３２】
　４８ｍｍの長さとしたこれらの付属の長さ５ａは緑の目印４ｃの中心に置かれ、又、ポ
ケット構造５の向い合うへりの経糸及び３本の下地生地の緯糸６によって下地生地１の端
部２，３に平行に延びるよう下地生地１に付けられ、この経糸は下地生地の緯糸と編み込
まれ、この緯糸は付属の長さ５ａのそれぞれの端部と中心とでポケット構造５の経糸と編
み込まれる。
【００３３】
　そのような付属の長さ５ａに隣り合う間の部分には、１８０ｍｍの長さとし、下地生地
１から自由に浮き上がる長い‘ポケット’５ｂが存在する。各ポケット構造の細片５のポ
ケット５ｂは正確な間隔をあけて配置され、又通常の寸法であり、さらにテープを横断し
て他の細片５のポケット５ｂと一列に並ぶ。
【００３４】
　各ポケット構造の細片５の中央に沿ってそれぞれ編み込まれた引き紐（cord or string
）７が存在する。この紐７は、約１０ｍｍの長さとし幾つかの緯糸上を浮き上がる部分７
ａを有し、この部分は、細片５の露出した前面において、ポケット構造の細片５の各固定
長さ５ａの中央と、固定長さ５ａの下方の（beneath）２つの同一長さ部分（図示しない
）の中央とにある。
【００３５】
　ポケット長５ｂの内部で、３５ｍｍの長さとした引き紐７は、ポケット長５ｂのそれぞ
れの端部領域５ｃで緯糸と１：１で編み込まれ、又、それから引き紐は、ポケット長５ｂ
の露出した前面の中央領域５ｄと中央領域５ｄの下方の（図示しない）４つの同一な部分
とにおいて、幾つかの緯糸上に重なり１０ｍｍの長さとした４つの浮き上がり部分７ｂを
有する。
【００３６】
　以下に記述するように、引き紐７はテープを束ねるためその端部で引っ張ることができ
、又、固定された長さ５ａを下地生地１へ取り付ける形態は、紐７の動きを容易にする。
【００３７】
　４０ｍｍ径とした円形の穴８は、適当な切断装置を用いて下地生地１内に正確に切り取
られる。このような穴は２つ一組になっていて、それぞれが各ポケット５ｂの真中の地点
に関して対称に配置され、穴８の組は例えば１０６ｍｍ離間し、各組の穴は例えば１２２
ｍｍ離間している。
【００３８】
　使用時には、これまで記述されたテープは、下地生地１の表面１ａが露出した状態でカ
ーテン上部（図示せず）の内面に沿って縫合される。
【００３９】
　穴８ａは、あらゆる適当な方法でカーテン生地９内に切り取られ、下地生地１の穴８と
一直線に並ぶ。
【００４０】
　目穴１０は穴の位置でカーテン９と下地生地１とに適用される。
【００４１】
　図３に示すように、及び同日の同時係属中の出願に記述したように、目穴１０は、幅調
整可能な歯止め（ratchet）機構１３によってぴったりと閉まる２つの環構造１１，１２
を含み、この環構造は、カーテン材料９の露出した前面及び下地生地１の露出した前面か
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ら穴８を通して押し込まれてそれぞれ互いに連結され、カーテン材料９及びテープ生地１
が構造１１，１２、並びに穴８の周りのカーテン材料９及び下地生地１の露出した面に重
なる構造のフランジ１５、１６の間できつく留められる。
【００４２】
　テープは、カーテン上部の末端に最も近い緑の目印４ｃの位置で、カーテン上部の長さ
に適する長さに切断される。このことは、束ねられた時にカーテンが整っていること、す
なわち、以下でさらに述べるように見苦しく外に突き出す末端部分をなくすことを保証す
る。
【００４３】
　カーテン上部は、テープの一端で引き紐７を縛り他端で紐を引張ることにより、束ねら
れる。
【００４４】
　紐７をポケット細片５の長さに沿って引張ると、図２に示すようにポケット長５ｂにひ
だが作られる。
【００４５】
　これらの長さ５ａは下地生地１と有効な‘筒（tubes）’を形成し、これらの長さ５ａ
でほとんど又は全くひだが発生しないため、紐７は固定された長さ５ａを通して容易に動
くことができる。
【００４６】
　４つの浮き上がる紐部分７ｂがポケット細片５を容易に一緒に引張る中央領域５ｄにお
いて、紐７はポケット長さ５ｂにひだを作る。中央領域５ｄ及び固定された長さ５ａの間
にある領域５ｃではほとんど又は全くひだが発生しないが、この領域では引き紐７がポケ
ット細片５に編み込まれているためである。
【００４７】
　中央領域５ｄにおけるひだは、ポケット長５ｂが例えば１０－１５ｍｍの短い長さにな
るよう、締め付けられ又は折りたたまれることができる。
【００４８】
　その結果として、穴８はカーテン上部の長さに沿って実質的に互いに一列に整列されて
カーテン棒を受け；又、カーテン材料及びテープは滑らかな開いた輪に束ねられる。輪は
部分的にひだを作られたポケット５ｂによって適所に保持され、このことはカーテン上部
が整っていることを保証する。上記したように緑の目印４ｃでテープを切断することによ
り、各端部でカーテン上部はテープの自由端よりはむしろ輪になって末端をなし、それに
よりカーテン端部が内側へ整って保持されることが保証され得る。
【００４９】
　記述されたテープは、整った束を実現するために織られるポケット構造によって決まり
、それによりテープが通常の技術を用いて都合良く製造され得る。
【００５０】
　もちろん、本発明は上記実施形態の詳細に限定されず、これらは例示として記述された
に過ぎない。
【００５１】
　特に、与えられた寸法は例に過ぎない。異なる寸法、及び異なる相対的な寸法も使用す
ることができ、特に束の効果（bunching effect）又は要求される‘ゆとり’に依存する
。
【００５２】
　各ポケット長さ５ｂの大部分（例えば１／２から３／４、特におよそ２／３）は、ひだ
長さが小さな大きさとなるように、ひだが作られるが、他の配置もまた可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】その中の穴の切抜きに先立つ、本発明に従うカーテン上部テープの一態様の広げ
た形態における平面図である。
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【図２】ひだになった状態を示す図１の透視図である。
【図３】テープとともに使用される目穴の断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　　　下地生地
　　５　　　糸
　　５ｂ　　ポケット
　　７　　　引き紐
　　８　　　穴

【図１】
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【図２】

【図３】
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